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はじめに 

 

運動部活動は、学校教育の一環として、スポーツに興味と関心をもつ同好の生徒の自主的、

自発的な活動により、運動部顧問をはじめとした関係者の取組や指導のもとに運動やスポー

ツを行うものであり、多くの生徒の心身にわたる成長と豊かな学校生活の実現に大きな役割

を果たし、様々な成果をもたらしています。 

一方、近年、少子化による生徒数の減少やそれに伴う教員数の減少、専門性を有する運動

部顧問の不足、生徒のニーズや保護者の要望への対応、長時間の練習など、課題も指摘され

ています。また、指導に当たる教員等は、いかなる場合であっても体罰を加えることはあっ

てはならず、生徒の健康状態等の十分な把握や、望ましい人間関係の構築に留意するととも

に、幅広い知識や技能を継続的に習得して指導力を向上させていくことが求められています。 

このような中で、和歌山県教育委員会では、平成２７年９月に設置した「和歌山県中学校

運動部活動の在り方に関する有識者会議」からの提言を踏まえ、運動部活動を行うに際して

考慮されたい基本的な事項、留意点等をまとめた「和歌山県中学校運動部活動指針」を平成

２９年１月に策定し、各中学校において運動部活動が適正に行われるとともに、運営や指導

方法の一層の向上が図られ、運動部活動が充実するよう取り組んできました。 

この度、スポーツ庁から「運動部活動の在り方に関する総合的なガイドライン」（平成３０

年３月）が示され、本ガイドラインに則った各都道府県の方針の策定が求められています。 

本県においては、先に策定した和歌山県中学校運動部活動指針に、本ガイドラインの内容

を加え、「和歌山県運動部活動指針」として新たに示すこととしました。本指針の基本的な考

え方は、学校の種類等に関わらず該当するものであることから、中学校段階はもとより、高

等学校段階においても、競技の特性や学校の状況等を踏まえ、本指針に準じることを原則と

します。 

 今後、この指針に基づき、家庭や地域の理解と協力を得ながら、市町村教育委員会や県中

学校体育連盟、県高等学校体育連盟と一体となって、より多くの生徒に感動と夢を与える運

動部活動の推進に取り組んでいきたいと考えています。 

このような取組により、各学校において、校長のリーダーシップのもと運動部活動の指導

の内容や方法について必要な検討、見直し、創意工夫、改善、研究が進められ、それぞれの

特徴を生かした適切で効果的な活動が行われることにより、運動部活動で生徒一人一人の心

身の成長がもたらされ、生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現・継続するための資質・

能力が培われることを願っています。 

 

 

平成３０年４月 

 

                      和歌山県教育委員会 
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１ 学校教育の一環としての運動部活動 
（１）運動部活動の意義（ねらい）の再確認 

運動部活動は、学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意し、生徒

が自主的、自発的に活動できるよう配慮することが大切である。また、生徒の能力等に応

じた技能や記録の向上を目指すとともに、互いに協力し合って友情を深めるなど好ましい

人間関係が育まれるよう適切な指導を行う必要がある。 
その運営に当たっては、上述の意義（ねらい）を再確認し、指導者をはじめ、多くの人

の理解と協力のもと、生徒が自ら考え、工夫し、協力することで成果を発揮できるように、

自主性を尊重した魅力ある運動部活動が展開されるよう配慮する必要がある。 
 

（２）活動の方向性の確認 

運動部活動の指導に当たっては、技能の向上とともに、楽しさを実感させることを目的

とする。また、技術の高まりを実感させることは、活動をより積極的なものとすることか

らも、生徒自身の内発的な動機付けを触発するよう指導の工夫を行う。 
加えて、楽しさを実感させるためには、適切な目標を設定するとともに、設定した目標

を達成することによる成功体験を積み重ねることができるよう指導の工夫を行う。 
 

（３）運動部活動の方針の策定等 

校長は、学校の設置者が策定する「設置する学校に係る運動部活動の方針」に則り、毎

年度、「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定し、運動部顧問は、年間の活動計画（活

動日、休養日及び参加予定大会日程等）並びに毎月の活動計画及び活動実績（活動日時・

場所、休養日及び大会参加日程等）を作成し、校長に提出する。 
校長は、活動方針及び活動計画等を学校のホームページへの掲載等により公表する。 
 
 
 

 

－運動部活動の意義－ 

生徒の自主的、自発的な参加により行われる運動部活動は、スポーツに親しみ、学習

意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等に資するものである。 
 

◇ 学校教育の一環として、教育課程との関連が図られるよう留意する。 
 
◇ 意義（ねらい）に立ち返り、関係者の理解と協力のもと、生徒の自主性を尊重した 

運動部活動の運営を行う。 

◇ 指導に当たっては、技能の向上とともに、楽しさを実感させる工夫を行う。 

（内発的な動機付けを触発・成功体験の積み重ね） 

◇ 校長は、毎年度、「学校の運動部活動に係る活動方針」を策定する。 
 
◇ 運動部顧問は、活動計画や活動実績を作成し、校長に提出する。 
 
◇ 校長は、上記の活動方針及び活動計画等を学校のＨＰへの掲載等により公表する。 
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（４）学校全体での共通理解と生徒・保護者及び地域等への周知 

学校では、運動部活動の意義（ねらい）や活動の方向性について、校長のリーダーシッ

プのもと、教職員全体で共通理解を図り、それらに沿った活動の支援や指導を行う。また、

活動の方向性に沿った一貫した指導ができるよう、日頃の活動状況や指導の在り方につい

て、運動部顧問同士で意見や情報の交換を行い、指導方法の工夫・改善に努める。有識者

等を招いて指導を受け、専門知識を得ることも大切である。 
なお、円滑な運動部活動の運営のためには、学校だけでなく、家庭や地域と連携して運

営上の工夫を行うことが大切であり、保護者や地域の理解や協力が得られるよう努める。 
学校は、年度当初の「入学説明会」や「ＰＴＡ総会」、後述する「運動部活動運営委員

会」、「部会や保護者会」等において、活動目標や方針、年間計画（休養日及び活動時間）、

部費等を説明し、周知徹底する。 
 
 
２ 運動部活動を支える環境の整備 
（１）多面的な指導ができる体制の構築 

各学校においては、安全かつ効果的な活動を確保するため、複数の指導者により、多面

的な指導ができるように体制を構築することが望ましい。その際、現状の運動部数では、

複数の運動部顧問の配置が実現できないケースが考えられることから、学校の規模や取組、

地域の要望等を踏まえ、運動部の再編を検討することも必要である。 
学校の設置者は、各学校の生徒や教師の数、校務分担の実態等を踏まえ、部活動指導員

を積極的に任用し、学校に配置する。その際、運動部活動の位置付けや教育的意義をはじ

め、学校教育について理解し、適切な指導を行うため、当該競技の専門性を有する退職教

員や関係機関のＯＢ、地域の指導者を活用することは、大変有効である。 
 
（２）運動部活動運営委員会・保護者会等の設置及び活性化 

各学校においては、校長、運動部顧問や保護者の代表者等で構成する運動部活動運営委

員会や保護者会等を設置するなど、運営方針等について共通理解を図るよう努める。運動

部活動運営委員会の設置に当たっては、養護教諭や栄養教諭、学校医等の医療や食に関し

て専門的な知見を有する関係者の協力を得ることが望ましい。 
なお、有意義な運動部活動の運営のためには、上述の委員会等が形骸化しないよう常に

課題意識を持ち、組織の活性化を図ることが大切である。 

◇ 教職員全体での共通理解や、運動部顧問同士で意見・情報の交換を行い、指導方法

の工夫・改善に努める。 
 
◇ 学校は、生徒・保護者及び地域に対して、適宜、活動目標や方針、年間計画を説明

し、周知徹底する。 

◇ 安全かつ効果的な活動を確保するため、複数の指導者により、多面的な指導ができ
るような体制を構築することが望ましい。 

◇ 運動部活動運営委員会や保護者会等により運営方針等について共通理解を図り、形

骸化しないよう常に課題意識を持ち、運営委員会等の活性化を図る。 
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（３）活動機会の確保 

人数が揃わず、満足な活動ができない運動部も見られることから、活動機会をどう確保

するかが課題である。このような運動部は、今後増えることが予想されることから、学校

の実情や地域の要望、生徒の多様なニーズ等を踏まえ、運動部の再編を検討することも必

要である。 
また、近隣校との合同部活動の運用を積極的に検討し、生徒の活動機会の確保に努める

必要がある。 
なお、合同チームを運用する際には、相手校と充分な調整をし、大会への参加について

は、「和歌山県中学校体育連盟複数校合同チーム参加規定」、「和歌山県高等学校総合体育

大会開催基準要項７（５）」及び「複数校合同チームによる大会への参加についての考え

方（平成25年12月全国高等学校体育連盟）」等の確認をしておくことが重要である。 
 
 
３ 発達の段階に応じた望ましい指導の在り方 

本項の（１）休養日の設定、（２）活動時間の設定及び（３）参加する大会等の見直し

は、生徒のバランスのとれた心身の成長と学校生活を送ることができるよう、特に成長著

しい中学校段階の生徒の運動部活動を主な対象としている。ただし、高等学校段階におい

ても、年間計画等を作成するに当たり、適切に「休養日」や「活動時間」を設定すること

で、メリハリのある運動部活動を心がけることが大切である。 
 
（１）休養日の設定 

休養日の設定については、地域や学校の実態を踏まえた工夫や週間、月間、年間単位で

の活動頻度の目安を定めることも考えられる。 

なお、発達の段階を考慮し、適切な休養日を設定することは、生徒のスポーツ傷害を予

防することや、ドロップアウト（離脱）やバーンアウト（燃え尽き症候群）に陥るケース

を減少させるとともに、バランスの取れた生活や成長の確保となる。 

また、長期休業中は、学期中の休養日の設定に準じた扱いを行うとともに、運動部活動

以外にも多様な活動を行うことができるよう、ある程度長期の休養期間（オフシーズン）

を設けるよう心掛ける。 

 

◇ １週間の内、１日は休養日を設ける。休養日は、原則、土・日とする。 

＊ 大会等で休養日を土・日曜日に設定できない場合は、月曜日を休養日とするなど、適宜、振り替えを

行う。その場合でも、月に４日以上、土・日を休養日とする。 
 

◇ 上記の休養日に加え、平日１日の休養日を取り入れる。 
 

休養日は、自宅で長時間テレビゲーム等をするなど偏った過ごし方をするのではなく、「家族と 

の団らん」「友人との交流」「家庭学習」「心身の静養」「地域活動」など、生徒にとって充実した生 

活が送れるよう、適宜、指導を行う。 

◇ 人数が揃わず、満足な活動ができない運動部を抱える学校は、学校の実情や地域の

要望、生徒の多様なニーズ等を踏まえ、部の再編や合同部活動の積極的な運用を図る。 
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◇ 校長は、生徒の教育上の意義や、生徒や運動部顧問の負担が過度とならないことを

考慮して、参加する大会等を精査する。 

（２）活動時間の設定 

活動時間については、生徒の体力や技能を考慮し、過重負担にならないよう、また、競

技特性やオン・オフシーズンの有無等も考慮し、設定することが大切である。 
なお、活動内容は、質に重点をおき、年間計画を踏まえ、適切な時期・量の練習メニュ

ーを作成し、生徒・保護者の理解を得た上で活動することが大切である。 
 

（３）参加する大会等の見直し 

校長は、運動部顧問から提出された活動計画及び活動実績により各運動部が参加する大

会等の把握に努め、生徒や保護者、運動部顧問の状況を考慮しながら、和歌山県中学校体

育連盟等とも連携して、参加する大会等を精査する。 

 

（４）指導方法 

運動部活動において、指導者の役割は、生徒をそれぞれの目標達成に向け、その活動を

サポートすることである。そのため、運動部顧問は、様々な指導法等についての知識・理

解を深め、積極的に活用する必要がある。 

したがって、運動部顧問は、当該競技の経験の有無に関わらず、「効果的な指導法」や

「スポーツ医・科学を取り入れた指導法」の研修会等へ参加し、新しい知識及び発達の個

人差や女子の成長期における体と心の状態等に関する正しい知識を取り入れるとともに、

他の指導者と交流し、情報交換を行うなど、当該競技の指導者としての自覚を持ち、常に

自らの指導力向上に努める。 
 また、運動部活動は、運動部顧問指導のもと適切に行われるべきものであるが、練習時

に運動部顧問がいない場合や他校と合同練習をする場合など、様々な状況に応じ、安全面

に最大限配慮しながら、工夫して行われなければならない。 
加えて、学校の管理職においても、関係機関が開催する運動部活動の適切な運営に係る

実効性の確保を図るための研修等へ参加し、適切な指導、運営及び管理に係る体制の構築

を図る必要がある。 

◇ 平日は、２時間程度（朝練習を含む）とする。交通安全や生徒指導上の諸問題等に

配慮して、日没時刻を踏まえて下校時刻を設定する。 
  ＊ 朝練習を行う場合は、安全面に関して細心の注意を払うことはもとより心身の健康や学習活動に対

する影響を考慮するとともに、練習の成果を高めることができるように計画し、学校、保護者や生徒

の理解を得て行う。 
 
◇ 学校の休業日（学期中の土・日を含む）は、特別な場合を除き、３時間程度とする。 
 
◇ 週当たりの活動時間は、１６時間未満とする。 
 

活動時間とは、身体活動を行う時間であり、ミーティング等身体を動かさないものは含まない。 

◇ 運動部顧問は、当該競技の経験の有無に関わらず、「効果的な指導法」や「スポー

ツ医・科学を取り入れた指導法」の研修会等に積極的に参加するなど、指導者として
の自覚を持ち、常に自らの指導力の向上に努める。 
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（５）体罰・不祥事等の防止 

ア 体罰の根絶とセクシュアル・ハラスメント等の防止 

体罰は、学校教育法第１１条にも記載されている違法行為であり、懲戒処分をもって

厳正に対処されるものである。これは、職員個人の問題にとどまらず、学校が生徒や保

護者からの信頼を大きく失うなど、学校教育全体においても重大な問題である。 

また、セクシュアル・ハラスメントや不適切な言動（生徒の人間性や人格の尊厳を損

ねたり否定するような発言や行為など）等は、精神的な苦痛を伴い、体罰と同等か、そ

れ以上に生徒の心身に大きな影響を与える場合もある。 

したがって、これらの行為は決して許されないものであるとの認識を持ち、体罰等の

ない指導に徹しなければならない。 
 

イ 運営に係る経費の取扱等 

運動部活動の運営等に係る経費については、年間計画に基づき、適切な運用を行うも

のとし、事前に保護者の理解等を得た上で、徴収し、明朗な会計処理及び管理職の確認

ののち、保護者会等で決算等について報告する。 

また、保護者の経済的負担に配慮した上で、生徒の年齢や発達の段階に応じて行先や

日程を精選した遠征や合宿、最低限必要な用具（業者選定を含む）に係る費用等につい

て説明し、保護者の理解を得るものとする。 
 

（６）安全管理と事故防止 

ア 安全管理・指導体制 

生徒が常に安全に活動できるよう、運動部顧問等による指導・管理体制を構築（運動

部顧問が不在時の対応を含む。）するとともに、学校の実情に応じて事故防止や事故発

生時に対応するマニュアルを作成する必要がある。また、生徒自身が、日頃から自分の

健康管理について関心や意識を持つよう指導し、適切な休養と栄養の補給に留意させる。 

なお、体力や技能に大きな差がある部員の指導は、特に気を付ける。 
 

イ 施設・設備・用具等の安全管理 

運動部活動で使用する施設については、設備・器具・用具の点検項目を作成し、定期

的に点検補修を行う。可動式運動器具（サッカーゴール、バッティングゲージなど）の

移動及び設置の際には、定められた手順に従い、転倒等の事故のないよう注意する。 
 
  ウ 環境条件に応じた配慮 

気温、湿度、輻射熱等に応じ、十分な水分の補給や休息時間を確保し、体調の変化に

留意しながら適切な指導に努める。 

急激な天候の変化（雷、大雨など）にも適切かつ迅速な対応をする。 

◇ 体罰の根絶とセクシュアル・ハラスメント等の防止を徹底する。 
 
◇ 運営に係る経費の取扱いについては、細心の注意を払う。 
 
◇ 運動部活動に係る経費は、保護者の経済的負担に配慮し、保護者の理解を得る。 

◇ 指導体制を構築し、安全管理を徹底する。 

(生徒の健康管理の徹底、事故防止や事故発生時に対応するマニュアルの作成） 
 
◇ 設備・器具・用具の点検項目を作成し、定期的な点検補修を行う。 
 
◇ 環境条件に応じた適切な指導に努める。 


